
▼令和5年度 登別市消費生活センター相談報告

健康食品、化粧品関連では定期購入によるトラブルが多く、全体としては特に通信販売

でのトラブルが多かったため、今回は通信販売利用時の注意点についてご紹介します。

※裏面もお読みください

まもろうネットニュース第３１号

～登別市消費者被害防止ネットワークニュース～

発行日：令和６年７月２５日

発 行：登別市消費者被害防止ネットワーク

【事務局】登別市役所内：登別市消費生活センター（８５－３４９１）

対応や判断に不安･お困りの時、不審に思った場合、トラブルに遭った場合は

☎登別市役所内：登別市消費生活センター（ ８５－３４９１）までお気軽にご連絡ください！

インターネット通販で注文したが、「商品が届かず事業者と連絡がとれない」「商品が模

倣品だったため税関で没収された」など悪質な通販サイトとのトラブルが寄せられていま

す。悪質な通販サイトの特徴を知り、少しでも怪しいと感じたら注文をしないようにしま

しょう。次のような特徴が見られる場合は、注文する前に信頼できるウェブサイトか否か

を慎重に判断してください。

・サイト内の日本語が正しく表記されていない。 ・ブランド、メーカー品で価格が通常より安い。
・市場では希少なものが入手可能となっている。 ・振込先口座の名義が個人名である。
・キャンセル、返品等ルールの記載がない。
・事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。

●消費者へのアドバイス

●購入前に通販サイト内の表示や支払方法等をよく確認しましょう。

●万が一、商品が届かない等のトラブルに遭ってしまったときは、クレジットカー

ド会社など決済関連事業者に相談しましょう。

●越境消費者センター(※)ウェブサイトで悪質通販サイト情報を確認しましょう。

●不安に思った場合には、すぐに消費生活センターに相談してください。

※越境消費者センター：海外の事業者との間での取引でトラブルに遭った際のオンライン相談窓口

●相談の特徴

令和 5年度 令和 4年度 増減

不審なメール、架空請求等 33 件 44件 11 件減少

インターネット通信サービス等 30 件 21 件 9件増加

健康食品関連 12件 14件 2件減少

化粧品関連 22件 31 件 9件減少

▼そのサイト大丈夫？ネット通販で商品を購入する前に確認を！

令和 5年度 令和 4年度 増減

相談件数 221 件 268件 47件減少




